
神社Cheers レンタルスペース利用規約 
 
本規約は、主に会議、イベント、短期間の催事利用を想定した規定です。 
 
第1章 総則および利用時間・申込 
第1条（営業日および利用時間） 
1. 営業日は毎年1月5日より12月28日までとします。但し、年末年始および施設の点検・修理等のため営業
日が変更になることがあります。 
2. 利用時間は、午前10時から午後6時までとします。但し、事前にご相談いただいた場合に限り、早朝・夜
間の延長利用も柔軟に対応いたします。利用時間には準備、設営、後片付等の一切の時間を含みます。 
 
第2条（申込手続および予約の成立） 
1. 利用希望者は、利用希望日の180日前から申込を受付けます。 
2. 利用を希望する方は、所定の「利用申込書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただくか、申込フォー
ムよりお申し込みください。 
3. 催事の場合は「利用申込書」と併せて「催事内容の詳細がわかる資料」をご提出ください。 
4. 当方が提出書類内容を確認し、ご利用いただけると判断した場合に、予約成立となります。 
 
第3条（利用料金の支払いおよびキャンセル） 
1. 利用料金は、指定口座に事前にお振込みください。なお、振込手数料は申込者のご負担となります。 
2. ご来校いただければクレジットカードでの決済も承ります。 
3. 予約成立後、申込者の都合で利用を取消される場合は、下記の通りキャンセル料を申し受けます（キャ
ンセル料には、有料備品料金を含みます）。 
    ◦ 利用日から30日前～10日前：利用料金の50％ 
    ◦ 利用日から9日前～当日：利用料金の全額 
4. 当方の都合または申込者の責によらない天災地変や不測の事故・災害で利用が不可能となった場合
は、お支払い済みの利用料金を全額お返しいたします。但し、このために生じた損害の賠償はいたしませ

ん。 
 
第2章 利用上の遵守事項および禁止行為 
第4条（利用者の責任） 
1. 利用にあたり、会場内に必ず責任者を配置し、会場内の秩序維持および来館者の安全保持に努めてく
ださい。 
2. 本施設のご利用に関しては、当方の指示に必ず従ってください。 
3. 当施設利用中に建物、諸設備、器具、備品を破損、汚損、紛失された場合、直ちに当方に届け出て、そ
の指示に従ってください。破損、汚損、紛失等の物的および怪我等の人的損害に対する賠償責任はすべて

申込者の負担となります。 
4. 搬入物、展示物、携行品の盗難・毀損等による損害は、すべて申込者の負担となります。 
5. 利用者は、防犯および安全管理のため、催事当日の参加者全員の氏名および連絡先を把握した「参加
者名簿」を作成し、提出してください。  
 
第5条（禁止事項） 以下の行為は禁止とさせていただきます。 
1. 本施設の利用権を譲渡、または転貸すること。 
2. 収容人数を超えて入場させること。 
3. 喫煙（加熱式たばこの使用を含む）、危険物の持込みおよび火気の使用。 
4. 本施設を含む建物、付帯設備への釘打ち、糊付け等、破損・汚損の恐れがある行為。 



5. 宗教団体、思想団体、政治団体またはこれらに類する集会・催事等で利用されること。 
6. 反社会的勢力の利用、もしくは公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがある行為。 
7. 動物の持込み（但し、盲導犬、介助犬、聴導犬は除く）。 
8. 物品の販売等の営業行為（別途許可された場合を除く）。 
9. 当施設を含む建物内における看板やポスター、チラシ等の掲示。 
10. その他、当施設内入居者、来館者、他の利用者に迷惑を及ぼす恐れがあると当方が判断する行為。 
 
第6条（原状回復の義務および清掃） 
1. 利用後はすみやかに原状復帰をしてください。 
2. ゴミやパンフレット資料等はすべてお持ち帰りください。特に清掃の必要が生じた場合は別途清掃費用を
申し受けます。 
 
第7条（関係諸官庁への届出） 
1. 催事の実施に関して、レイアウト図等の書類の提出や関係諸官庁（消防署、警察署、保健センター等）へ
の届出をお願いすることがあります。 
2. 届出を行った場合、利用日の1週間前までに当方へ承認を得たコピーを1部ご提出ください。 
3. 万一、届出不備により開催不能となった場合、当方はその責任を負わず、利用料金の返還はいたしませ
ん。 
 
第8条（利用の制限および取消し） 
 以下の項目に該当する場合は、予約を受付けず、また予約成立後および利用途中であっても、利用を取
消し、または中止させていただく場合があります。 
1. 利用申込書の記載内容に偽りがある場合。 
2. 指定の期日までに利用料金のお支払いがない場合。 
3. 本利用規約の禁止事項、注意事項に違反した場合、または当方の指示に従わない場合。 
4. 反社会的勢力、もしくは公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると当方が判断した場合。 
5. 本施設を含む建物や付帯設備等を損傷および滅失する恐れがあると当方が判断した場合。 
6. その他、当施設の管理運営上支障の恐れがあると当方が判断した場合。 
7. 前項の規定の適用により、利用者が損害を受けても、当方はその賠償の責を負いません。 
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